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監
査
委
員
監
査
基
準
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
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一

○
青
森
県
監
査
委
員
事
務
処
務
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

監

査

委

員

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
百
九
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
監

査
基
準
を
同
法
第
百
九
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

青
森
県
監
査
委
員

須

藤

光

昭

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

寺

田

達

也

青
森
県
監
査
委
員

花

田

栄

介

青
森
県
監
査
委
員
監
査
基
準

第
一
章

一
般
基
準

（
監
査
委
員
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
監
査
、
検
査
、
審
査
そ
の
他
の
行
為
の
目
的
）

第
一
条

監
査
委
員
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
監
査
、
検
査
、
審
査
そ
の
他
の
行
為
は
、
県
の
事

務
の
管
理
及
び
執
行
等
に
つ
い
て
、
法
令
に
適
合
し
、
正
確
で
、
経
済
的
、
効
率
的
か
つ
効
果
的

な
実
施
を
確
保
し
、
県
民
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

監
査
委
員
は
、
監
査
基
準
に
従
い
公
正
不
偏
の
態
度
を
保
持
し
、
正
当
な
注
意
を
払
っ
て
そ
の

職
務
を
遂
行
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
入
手
し
た
証
拠
に
基
づ
き
意
見
等
を
形
成
し
、
結
果
に

関
す
る
報
告
等
を
決
定
し
、
こ
れ
を
議
会
及
び
知
事
等
に
提
出
す
る
。

（
監
査
等
の
範
囲
及
び
目
的
）

第
二
条

監
査
、
検
査
、
審
査
そ
の
他
の
行
為
の
う
ち
、
本
基
準
に
お
け
る
監
査
等
は
次
に
掲
げ
る

も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一

財
務
監
査

財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
が
法
令
に
適
合

し
、
正
確
で
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
の
合

理
化
に
努
め
て
い
る
か
監
査
す
る
こ
と

二

行
政
監
査

事
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
し
、
正
確
で
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙

げ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
努
め
て
い
る
か
監
査
す
る
こ
と

三

財
政
援
助
団
体
等
監
査

補
助
金
、
交
付
金
、
負
担
金
等
の
財
政
的
援
助
を
与
え
て
い
る
団

体
、
出
資
し
て
い
る
団
体
、
借
入
金
の
元
金
又
は
利
子
の
支
払
を
保
証
し
て
い
る
団
体
、
信
託

の
受
託
者
及
び
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
て
い
る
団
体
の
当
該
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出
納

そ
の
他
の
事
務
の
執
行
が
当
該
財
政
的
援
助
等
の
目
的
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
監
査
す
る

こ
と

四

決
算
審
査

決
算
そ
の
他
関
係
書
類
が
法
令
に
適
合
し
、
か
つ
正
確
で
あ
る
か
審
査
す
る
こ

と
五

例
月
出
納
検
査

会
計
管
理
者
等
の
現
金
の
出
納
事
務
が
正
確
に
行
わ
れ
て
い
る
か
検
査
す

る
こ
と

六

基
金
運
用
審
査

基
金
の
運
用
の
状
況
を
示
す
書
類
の
計
数
が
正
確
で
あ
り
、
基
金
の
運
用

が
確
実
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
審
査
す
る
こ
と

七

健
全
化
判
断
比
率
等
審
査

健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
並
び
に
そ
れ
ら
の
算
定

の
基
礎
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
が
法
令
に
適
合
し
、
か
つ
正
確
で
あ
る
か
審
査
す
る
こ

と
八

内
部
統
制
評
価
報
告
書
審
査

長
が
作
成
し
た
内
部
統
制
評
価
報
告
書
に
つ
い
て
、
知
事
に

よ
る
評
価
が
適
切
に
実
施
さ
れ
、
内
部
統
制
の
不
備
に
つ
い
て
重
大
な
不
備
に
当
た
る
か
ど
う

か
の
判
断
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
審
査
す
る
こ
と

２

法
令
の
規
定
に
よ
り
監
査
委
員
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
監
査
、
検
査
、
審
査
そ
の
他
の
行

為
（
監
査
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
か
つ
、
本
基
準
の
趣
旨
に
鑑

青
森
県
報
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み
、
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
倫
理
規
範
）

第
三
条

監
査
委
員
は
、
高
潔
な
人
格
を
維
持
し
、
誠
実
に
、
か
つ
、
本
基
準
に
則
っ
て
そ
の
職
務

を
遂
行
す
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
性
、
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
正
当
な
注
意
）

第
四
条

監
査
委
員
は
、
独
立
的
か
つ
客
観
的
な
立
場
で
公
正
不
偏
の
態
度
を
保
持
し
、
そ
の
職
務

を
遂
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２

監
査
委
員
は
、
正
当
な
注
意
を
払
っ
て
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
導
的
機
能
の
発
揮
）

第
五
条

監
査
委
員
は
、
監
査
等
を
実
施
す
る
過
程
に
お
い
て
、
監
査
等
の
目
的
を
果
た
す
一
環
と

し
て
、
監
査
等
の
対
象
組
織
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
是
正
又
は
改
善
を
行
う
よ
う
助
言
等
を
行

い
、
指
導
的
機
能
を
発
揮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
専
門
性
）

第
六
条

監
査
委
員
は
、
県
の
財
務
管
理
、
事
業
の
経
営
管
理
そ
の
他
行
政
運
営
に
関
し
優
れ
た
識

見
を
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
自
ら
の
専
門
能
力
の
向
上
と
知

識
の
蓄
積
を
図
り
、
そ
の
専
門
性
を
維
持
及
び
確
保
す
る
た
め
研
鑽
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

監
査
委
員
は
、
監
査
委
員
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員
に
対
し
、
監
査
委
員
の
職
務
が
本
基
準
に

則
っ
て
遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
県
の
財
務
管
理
、
事
業
の
経
営
管
理
そ
の
他
行
政
運
営
に
関
し
て
、

自
ら
の
専
門
能
力
の
向
上
と
知
識
の
蓄
積
を
図
る
よ
う
研
鑽
に
努
め
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
質
の
管
理
）

第
七
条

監
査
委
員
は
、
本
基
準
に
則
っ
て
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
求
め
ら
れ
る
質
を

確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
監
査
委
員
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員
に
対
し
て
、
適
切

に
指
揮
及
び
監
督
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

監
査
委
員
は
、
監
査
計
画
、
監
査
等
の
内
容
、
判
断
の
過
程
、
証
拠
及
び
結
果
そ
の
他
の
監
査

委
員
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
監
査
調
書
等
と
し
て
作
成
し
、
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

実
施
基
準

（
監
査
計
画
）

第
八
条

監
査
委
員
は
、
監
査
等
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
リ
ス

ク
（
組
織
目
的
の
達
成
を
阻
害
す
る
要
因
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
及
び
程
度
、
過
去
の

監
査
結
果
、
監
査
結
果
の
措
置
状
況
、
監
査
資
源
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
監
査
計
画
を
策
定
す

る
も
の
と
す
る
。
監
査
計
画
に
は
、
監
査
等
の
種
類
、
対
象
、
時
期
、
実
施
体
制
等
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

２

監
査
委
員
は
、
監
査
計
画
の
前
提
と
し
て
把
握
し
た
事
象
若
し
く
は
状
況
が
変
化
し
た
場
合
又

は
監
査
等
の
実
施
過
程
で
新
た
な
事
実
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
適
宜
、
監
査
計

画
を
修
正
す
る
も
の
と
す
る
。

（
リ
ス
ク
の
識
別
と
対
応
）

第
九
条

監
査
委
員
は
、
監
査
等
（
内
部
統
制
評
価
報
告
書
審
査
を
除
く
。
本
条
、
次
条
第
二
項
並

び
に
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象
の
リ
ス
ク
を
識
別
し
、
そ
の
リ

ス
ク
の
内
容
及
び
程
度
を
検
討
し
た
上
で
、
監
査
等
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
内
部
統
制
に
依
拠
し
た
監
査
等
）

第
十
条

前
条
の
リ
ス
ク
の
内
容
及
び
程
度
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
内
部
統
制
の
整
備
状
況
及
び

運
用
状
況
に
つ
い
て
情
報
を
集
め
、
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。

２

監
査
委
員
は
、
監
査
等
の
種
類
に
応
じ
、
内
部
統
制
に
依
拠
す
る
程
度
を
勘
案
し
、
適
切
に
監

査
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
監
査
等
の
実
施
手
続
）

第
十
一
条

監
査
委
員
は
、
必
要
な
監
査
等
の
証
拠
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
入
手
す
る
た
め
、
監

査
計
画
に
基
づ
き
、
実
施
す
べ
き
監
査
等
の
手
続
を
選
択
し
、
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
監
査
等
の
証
拠
入
手
）

第
十
二
条

監
査
委
員
は
、
監
査
等
の
結
果
を
形
成
す
る
た
め
、
必
要
な
監
査
等
の
証
拠
を
入
手
す

る
も
の
と
す
る
。

２

監
査
委
員
は
、
監
査
等
の
証
拠
を
評
価
し
た
結
果
、
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
事
象
若
し
く
は
状

況
が
生
じ
た
場
合
又
は
新
た
な
事
実
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
適
宜
監
査
等
の
手
続
を
追
加
し
て

必
要
な
監
査
等
の
証
拠
を
入
手
す
る
も
の
と
す
る
。

（
各
種
の
監
査
等
の
有
機
的
な
連
携
及
び
調
整
）

第
十
三
条

監
査
委
員
は
、
各
種
の
監
査
等
が
相
互
に
有
機
的
に
連
携
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
調
整

し
、
監
査
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
監
査
専
門
委
員
、
外
部
監
査
人
等
と
の
連
携
）

第
十
四
条

監
査
委
員
は
、
必
要
に
応
じ
て
監
査
専
門
委
員
を
選
任
し
、
必
要
な
事
項
を
調
査
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

監
査
委
員
は
、
監
査
等
の
実
施
に
当
た
り
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
監
査
専
門
委
員
、
外
部
監
査
人
等
と
の
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

報
告
基
準

（
監
査
等
の
結
果
に
関
す
る
報
告
等
の
作
成
及
び
提
出
）

第
十
五
条

監
査
委
員
は
、
財
務
監
査
、
行
政
監
査
及
び
財
政
援
助
団
体
等
監
査
に
係
る
監
査
の
結
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果
に
関
す
る
報
告
を
作
成
し
、
議
会
、
知
事
及
び
関
係
の
あ
る
委
員
会
又
は
委
員
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

２

監
査
委
員
は
、
前
項
の
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
当
該
報
告
に
添
え
て
そ
の

意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
当
該
報
告
の
う
ち
特
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

監
査
委
員
は
、
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
作
成
し
、
議
会
及
び
知
事
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

４

監
査
委
員
は
、
決
算
審
査
、
基
金
運
用
審
査
、
健
全
化
判
断
比
率
等
審
査
及
び
内
部
統
制
評
価

報
告
書
審
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
意
見
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
監
査
等
の
結
果
に
関
す
る
報
告
等
へ
の
記
載
事
項
）

第
十
六
条

監
査
等
の
結
果
に
関
す
る
報
告
等
に
は
、
原
則
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
監
査

委
員
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

本
基
準
に
準
拠
し
て
い
る
旨

二

監
査
等
の
種
類

三

監
査
等
の
対
象

四

監
査
等
の
着
眼
点
（
評
価
項
目
）

五

監
査
等
の
実
施
内
容

六

監
査
等
の
結
果

２

前
項
第
六
号
の
監
査
等
の
結
果
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
監
査
等
の
種
類
に
応
じ
て
、
重
要

な
点
に
お
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
そ
の
他
監
査
委
員
が

必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

財
務
監
査

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
記
載
事
項
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い

て
、
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
事
務
が
法
令
に
適
合
し
、
正
確
に
行
わ
れ
、
最
少
の
経
費
で
最
大

の
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
努
め
て
い
る
こ
と

二

行
政
監
査

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
記
載
事
項
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い

て
、
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
事
務
が
法
令
に
適
合
し
、
正
確
に
行
わ
れ
、
最
少
の
経
費
で
最
大

の
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
努
め
て
い
る
こ
と

三

財
政
援
助
団
体
等
監
査

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
記
載
事
項
の
と
お
り
監
査
し
た

限
り
に
お
い
て
、
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
政
援
助
団
体
等
の
当
該
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出

納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
が
当
該
財
政
的
援
助
等
の
目
的
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

四

決
算
審
査

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
記
載
事
項
の
と
お
り
審
査
し
た
限
り
に
お
い

て
、
決
算
そ
の
他
関
係
書
類
が
法
令
に
適
合
し
、
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と

五

例
月
出
納
検
査

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
記
載
事
項
の
と
お
り
検
査
し
た
限
り
に

お
い
て
、
会
計
管
理
者
等
の
現
金
の
出
納
事
務
が
正
確
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

六

基
金
運
用
審
査

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
記
載
事
項
の
と
お
り
審
査
し
た
限
り
に

お
い
て
、
知
事
か
ら
提
出
さ
れ
た
基
金
の
運
用
の
状
況
を
示
す
書
類
の
計
数
が
正
確
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
、
基
金
の
運
用
が
確
実
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

七

健
全
化
判
断
比
率
等
審
査

健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
並
び
に
そ
れ
ら
の
算
定

の
基
礎
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
が
法
令
に
適
合
し
、
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と

八

内
部
統
制
評
価
報
告
書
審
査

知
事
が
作
成
し
た
内
部
統
制
評
価
報
告
書
に
つ
い
て
、
監
査

委
員
が
確
認
し
た
内
部
統
制
の
整
備
状
況
及
び
運
用
状
況
、
評
価
に
係
る
資
料
並
び
に
監
査
委

員
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
監
査
、
検
査
、
審
査
そ
の
他
の
行
為
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見

に
基
づ
き
、
知
事
に
よ
る
評
価
が
評
価
手
続
に
沿
っ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
た
か
及
び
内
部
統
制

の
不
備
に
つ
い
て
重
大
な
不
備
に
当
た
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い

う
観
点
か
ら
検
証
を
行
い
審
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
内
部
統
制
評
価
報
告
書
の
評
価
手
続
及

び
評
価
結
果
に
係
る
記
載
は
相
当
で
あ
る
こ
と

３

第
一
項
第
六
号
の
監
査
等
の
結
果
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
監
査
等
の
種
類
に
応
じ
て
、
重

要
な
点
に
お
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
そ
の
旨
そ
の
他
監
査
委

員
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

４

監
査
委
員
は
、
是
正
又
は
改
善
が
必
要
で
あ
る
事
項
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
内
容
を
監
査

等
の
結
果
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
監
査
等
の
実
施
過
程
で
明
ら
か
と
な
っ
た

当
該
事
項
の
原
因
等
を
記
載
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

監
査
委
員
は
、
内
部
統
制
評
価
報
告
書
審
査
に
お
い
て
は
、
知
事
に
よ
る
評
価
が
評
価
手
続
に

沿
っ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
及
び
内
部
統
制
の
不
備
に
つ
い
て
重
大

な
不
備
に
当
た
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の

内
容
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
合
議
）

第
十
七
条

監
査
等
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

一

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
（
財
務
監
査
、
行
政
監
査
及
び
財
政
援
助
団
体
等
監
査
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
決
定

二

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
に
添
え
る
意
見
の
決
定

三

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
に
係
る
勧
告
の
決
定

四

決
算
審
査
に
係
る
意
見
の
決
定
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五

基
金
運
用
審
査
に
係
る
意
見
の
決
定

六

健
全
化
判
断
比
率
等
審
査
に
係
る
意
見
の
決
定

七

内
部
統
制
評
価
報
告
書
審
査
に
係
る
意
見
の
決
定

２

監
査
委
員
は
、
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
決
定
に
つ
い
て
、
各
監
査
委
員
の
意
見
が
一
致

し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
合
議
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
事
項
に
つ
い
て
の
各
監
査
委
員
の
意
見
を
議
会
、
知
事
及
び
関
係
の
あ
る

委
員
会
又
は
委
員
に
提
出
す
る
と
と
も
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
表
）

第
十
八
条

監
査
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
監
査
委
員
全
員
の
連
名
で
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

一

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
内
容

二

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
に
添
え
る
意
見
の
内
容

三

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
に
係
る
勧
告
の
内
容

（
措
置
状
況
の
公
表
等
）

第
十
九
条

監
査
委
員
は
、
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し
た
者
及
び
監
査
の
結
果
に
関
す

る
報
告
に
係
る
勧
告
を
し
た
者
か
ら
、
措
置
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
場
合
は
当
該
措
置
の
内
容

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２

監
査
委
員
は
、
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し
た
者
及
び
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告

に
係
る
勧
告
を
し
た
者
に
、
適
時
、
措
置
状
況
の
報
告
を
求
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
基
準
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号

青
森
県
監
査
委
員
事
務
処
務
規
程
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

青
森
県
監
査
委
員

須

藤

光

昭

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

寺

田

達

也

青
森
県
監
査
委
員

花

田

栄

介

青
森
県
監
査
委
員
事
務
処
務
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
青
森
県
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
青
森
県
条
例

第
七
十
六
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
監
査
委
員
の
職
務
の
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
代
表
監
査
委
員
）

第
二
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
代
表
監
査
委
員
の
選
任
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ
る
。

２

代
表
監
査
委
員
は
、
職
員
の
任
命
そ
の
他
内
部
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

３

代
表
監
査
委
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
監
査
委
員
を
指
定
す
る
。

（
委
員
協
議
会
）

第
三
条

監
査
委
員
の
職
務
執
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
委
員
の
協
議
を
行

う
。

２

協
議
会
は
、
必
要
に
応
じ
開
催
し
、
代
表
監
査
委
員
が
主
宰
す
る
。

（
合
議
事
項
）

第
四
条

地
方
自
治
法
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
及
び
地
方

公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る

場
合
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

㈠

例
規
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

監
査
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

㈢

監
査
の
実
施
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

㈣

そ
の
他
監
査
委
員
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
四
号

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

青
森
県
監
査
委
員

須

藤

光

昭

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

寺

田

達

也

青
森
県
監
査
委
員

花

田

栄

介
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青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
青
森
県
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
青
森
県
条
例

第
七
十
六
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い

う
。
）
の
事
務
を
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
組
織
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

第
二
条

事
務
局
に
次
の
課
を
置
く
。

第
一
課

第
二
課

（
第
一
課
の
分
掌
事
務
）

第
三
条

第
一
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠

公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

職
員
の
人
事
、
給
与
及
び
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

㈢

文
書
類
の
収
受
、
発
送
、
登
録
、
編
さ
ん
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

㈣

物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

㈤

債
権
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

㈥

予
算
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

㈦

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
庶
務
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

㈧

情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

㈨

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
九
十
九

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
定
期
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

㈩

法
第
二
百
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
決
算
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十一

法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
出
納
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十二

法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
金
融
機
関
等
の
公
金
の
収
納
及
び

支
払
事
務
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十三

法
第
二
百
四
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
基
金
の
運
用
状
況
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十四

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
八
条
の
四
第
三
項
に
規

定
す
る
指
定
金
融
機
関
等
の
検
査
結
果
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

十五

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
。
以
下

「
財
政
健
全
化
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
の
審
査

に
関
す
る
こ
と
。

十六

第
二
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
第
二
課
の
分
掌
事
務
）

第
四
条

第
二
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠

外
部
監
査
人
に
よ
る
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
選
挙
人
の
直
接
請
求
に
よ
る
監
査
に
関
す
る
こ

と
。

㈢

法
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
議
会
の
要
求
に
よ
る
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

㈣

法
第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
議
会
か
ら
送
付
さ
れ
た
請
願
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

㈤

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
内
部
統
制
の
関
係
部
局
と
の
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

㈥

法
第
百
九
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

㈦

法
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

㈧

法
第
百
九
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
随
時
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

㈨

法
第
百
九
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
要
求
に
よ
る
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

㈩

法
第
百
九
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
県
が
財
政
援
助
を
与
え
て
い
る
も
の
等
の
監
査

に
関
す
る
こ
と
。

十一

法
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
住
民
の
請
求
に
よ
る
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十二

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
又
は
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
及
び
第
八
項

の
規
定
に
基
づ
く
職
員
の
賠
償
責
任
に
関
す
る
監
査
及
び
賠
償
責
任
免
除
に
つ
い
て
の
審
査
に

関
す
る
こ
と
。

十三

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
。
以
下
「
地
公
企
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
金
融
機
関
の
公
金
の
収
納
又
は
支
払

事
務
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十四

地
公
企
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
決
算
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十五

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項

に
規
定
す
る
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
の
検
査
結
果
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

十六

財
政
健
全
化
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
営
企
業
の
資
金
不
足
比
率
の
審
査

に
関
す
る
こ
と
。

（
事
務
の
調
整
）

第
五
条

事
務
局
長
は
、
前
二
条
に
規
定
す
る
分
掌
事
務
に
か
か
わ
ら
ず
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
第
一
課
の
職
員
を
第
二
課
の
事
務
に
、
第
二
課
の
職
員
を
第
一
課
の
事
務
に
従
事
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
職
制
）
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第
六
条

事
務
局
に
書
記
の
職
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
次
の
職
を
置
く
。

課
長

総
括
副
参
事

副
参
事

総
括
主
幹

主
幹

主
査

主
事

専
門
員

２

前
項
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
技
能
技
師
を
置
く
。

３

課
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
導
監
督
す
る
。

４

総
括
副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
掌
理
す
る
。

６

総
括
主
幹
は
、
事
務
局
長
が
定
め
る
特
定
の
事
務
を
掌
理
す
る
ほ
か
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課

の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
企
画
及
び
立
案
に
従
事
す
る
。

７

主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
局
長
が
定
め
る
特
定
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

８

主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
な
事
務
を
処
理
す
る
。

９

主
事
そ
の
他
の
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
。

（
職
員
の
証
及
び
職
員
き
章
）

第
七
条

職
員
は
、
身
分
を
明
確
に
し
、
公
務
の
適
正
な
執
行
を
図
る
た
め
、
勤
務
中
常
に
、
職
員

の
証
（
第
一
号
様
式
）
を
携
帯
し
、
及
び
職
員
き
章
（
第
二
号
様
式
）
を
は
い
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
服
務
）

第
八
条

職
員
の
服
務
に
関
し
て
は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
青
森
県
職
員
服
務
規
程
（
昭

和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
職
務
に
係
る
倫
理
）

第
九
条

職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
に
関
し
て
は
、
青
森
県
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
三
年
三
月
青

森
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
任
免
等
）

第
十
条

職
員
の
任
免
等
の
発
令
事
務
に
関
し
て
は
、
職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
の
例
に
よ
る
。

（
表
彰
）

第
十
一
条

職
員
の
表
彰
に
際
し
て
は
、
青
森
県
職
員
表
彰
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
七
月
青
森
県
訓

令
甲
第
四
十
五
号
）
の
例
に
よ
る
。

（
被
服
貸
与
）

第
十
二
条

職
員
に
係
る
被
服
貸
与
に
関
し
て
は
、
青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
被
服
貸
与
規
程

（
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
制
定
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
安
全
衛
生
管
理
）

第
十
三
条

職
員
に
係
る
安
全
衛
生
管
理
に
関
し
て
は
、
青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和

五
十
二
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
例
に
よ
る
。

（
臨
時
職
員
の
管
理
）

第
十
四
条

臨
時
的
に
任
用
す
る
職
員
の
管
理
に
関
し
て
は
、
青
森
県
非
常
勤
職
員
管
理
要
綱
及
び

青
森
県
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
要
綱
の
例
に
よ
る
。

（
公
印
の
種
類
等
）

第
十
五
条

公
印
の
種
類
、
寸
法
及
び
印
影
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

公
印
は
、
第
一
課
長
が
管
守
す
る
。

（
文
書
記
号
等
）

第
十
六
条

文
書
に
は
記
号
及
び
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
易
な
文
書
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

文
書
記
号
は
、
「
青
監
査
」
と
し
、
そ
の
番
号
は
、
年
間
を
通
じ
て
一
連
番
号
と
す
る
。

３

文
書
の
分
類
及
び
保
存
期
間
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
文
書
の
取
扱
い
等
）

第
十
七
条

公
印
、
文
書
の
取
扱
い
、
行
政
文
書
の
適
正
な
管
理
及
び
歴
史
公
文
書
の
適
切
な
保

存
、
利
用
等
に
関
し
て
は
、
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
青
森
県
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
二

十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
表
第
一
（
第
十
五
条
関
係
）
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公
印
の
種
類

寸

法

（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

印

影

青
森
県
代
表
監
査
委
員
印

方
二
十
三

青 森 県
代 表 監
査委員印

青
森
県
監
査
委
員
印

方
二
十

青 森 県
監 査
委 員 印

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
長
印

方
二
十

青森県監
査委員事
務局長印

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
印

方
二
十

青
森
県
監

査
委
員
事

務
局
之
印
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所
・
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森
市
長
島
一
丁
目
一
番
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号

青

森

県

(印
刷
所
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市
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目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社
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